
道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 ） 第 32 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 自 動 運
行 補 助 施 設 の 占 用 許 可 を し た の で 、 公 示 す る 。  
 

    令和５年６月 23 日 秋田県知事 佐竹 敬久 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

地理院地図           

【場所】 
●管理区間の標準横断図 
 
 
 
 
 
 
 
 

【性能】 
●路面施設 
・電磁誘導線 
・RFID タグ 
 

【その他必要事項】 
●供用開始日及び変更の履歴 
・H30.12.9 供用開始 

●電磁誘導線直上の路面での 
磁界強度 

・最大 300mA 

●管理者 
 NPO 法人上小阿仁村 

移送サービス協会 

 

道の駅かみこあに 
北秋田郡上小阿仁村 

    【凡例】 
     一連の自動運行車 

走行ルートのうち 

管理区間 
 

一連の自動運行車 

走行ルート 

県道 

6.00ｍ（車道） 

電磁誘導線 

敷設箇所 

電磁誘導線 

敷設箇所 

国道 285号  県道福館阿仁前田線 


